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　　　選挙管理委員会告示
　○選挙権を有する者の総数の50分の１の数及び３分の１の数（５３）…………………………………………………２
　○各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数（５４）…………………………………………………２

秋田県告示第276号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の36第１項の規定により、次のとおり平成23年度の包括外部監査契約を
締結したので、同条第５項の規定に基づき、告示する。
　　平成23年６月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　包括外部監査契約の期間の始期
　　平成23年４月１日
２　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
　　基本費用並びに執務費用及び実費とする
３　包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所
　　渡　邉　雅　章
　　秋田県秋田市外旭川八幡田一丁目18番16号　202
４　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法
　　契約の定めるところによる
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第277号
　次の加入区について漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条第１項の規定による同意があったものと認め
たので、同法第112条の２第３項の規定に基づき、公示する。
　　平成23年６月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
秋田市北加入区
北浦港加入区
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第278号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年６月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成23年５月31日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　藤枝建築
　　仙北市田沢湖卒田字早稲田324番地１
　　藤　枝　　　優
　　秋田県知事許可（般−18）第80373号
３　処分の内容
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　　建築工事業に係る一般建設業許可の取り消し
４　処分の原因となった事実
　　平成23年５月31日付けで建築工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。

秋選管告示第53号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条、第75条、第76条、第81条及び第86条並びに地方教育行政の組織及び運営
に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条の規定による選挙権を有する者の総数の50分の１の数及び３分の１の数
（その総数が40万を超える場合にあっては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数
とを合算して得た数）は、次のとおりであるので告示する。
　　平成23年６月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
50分の１の数　　　　 18,451
３分の１の数（選挙権を有する者の総数が40万を超える場合にあっては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40
万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）
　　　　　　　　　　220,423
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第54号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条の規定による選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数（そ
の総数が40万を超える場合にあっては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを
合算して得た数）は、次のとおりであるので告示する。
　　平成23年６月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
選挙区別
　秋田市　　　　　　 89,153
　能代市山本郡　　　 26,165
　横手市　　　　　　 27,973
　大館市　　　　　　 22,304
　男鹿市　　　　　　　9,508
　湯沢市雄勝郡　　　 20,355
　鹿角市鹿角郡　　　 11,580
　由利本荘市　　　　 23,982
　潟上市　　　　　　　9,634
　大仙市仙北郡　　　 31,713
　北秋田市北秋田郡　 11,433
　にかほ市　　　　　　7,679
　仙北市　　　　　　　8,509
　南秋田郡　　　　　　7,527
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